
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下

お

下水道への

お願いしま

の接続を 

す！！ 

上三川川町上下水道課 



  



はじめに 
 

下水道及び農業集落排水は、健康で快適な生活環境を確保し、河川や湖沼の水質

をきれいに保つためにはなくてはならない施設です。 

上三川町の下水道事業が昭和 57 年に開始以降、処理区を現在も年々拡大してお

ります。また、農業集落排水事業は平成 22 年に完了しました。しかし、その供用

開始した各事業の役割を十分にはたすため、ならびに、事業を成り立たせるために

は、下水道及び農業集落排水を使用できる地域にお住まいの方がすみやかに水洗化

工事（排水設備工事）をしていただく事が大切です。 

このしおりは、下水道及び農業集落排水を使用できる皆さんが水洗化工事をされ

る際に必要な、排水工事の手続きや使用料などについてまとめております。参考に

して下さるようお願い致します。 

目      次 

P１     下水道と農業集落排水の接続について 

P２～P４  下水道と農業集落排水の使い方・排水設備工事の手続きについて 

P５～P７  利用者の声、下水道及び農業集落排水事業へ接続した結果 

P８～   排水設備工事の費用について・融資あっせん制度について 

P９～１０ 下水道・農業集落排水の使用料について 

P１１   受益者負担金（分担金）について・まとめ 
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■下水道の使い方■ 

 下水道は、何でも流せるものではありません。家庭用雑排水及びし尿の処理を目的としたものです。排水設

備や下水道本管の事故を未然に防ぐために、下記のことに注意して、下水道を正しく使いましょう。 

※使用者の重大な過失による下水道及び農業集落排水の管の閉塞・処理施設の故障等が発生した場合は、復旧

作業を原因者の負担で行って頂く場合もあります。ルールを守って下水道のご利用にご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆キッチン（台所）◆ 

①流し口には、金網などをつけて、野菜くずや魚の骨

が直接本管へ流れ込まないように取り除いてくださ

い。 

②高温の湯は、排水管を傷めます。一旦冷ましてから

流して下さい。 

③油類は石けん水や洗剤と化学反応を起こして排水

管が詰まる原因となります。流さないでください。 

 

◆トイレ（便所）◆ 

①トイレットペーパーは専用のものを使用してくだ

さい。ティッシュペーパー、ウェットティッシュ等は

水にとけにくいので詰まりの原因になります。流さな

いでください。 

②異物は投入しないでください。例えば、生理用品、

紙おむつ、タオル類、ビニール類などの異物は詰まる

原因となります。誤って便器内に落とした場合には流

す前に、必ず拾い出してください。 

③便器の清掃には、ぬるま湯を使用し、落ちにくい汚

れは中性洗剤を薄めて少量お使いください。 

◆浴室・洗濯場◆ 

①排水口へ固いものや布くず・髪の毛は流さないでく

ださい。髪の毛は分解しにくいだけでなく、下水道管

の中で汚物を引っかけ、詰まらせる原因になります。

流れないように排水口に目の細かいネットなどを張

って、流れないようにしてください。 
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■その他（流してはいけないもの）■ 

①分流式（汚水と雨水を分けて処理をする）下水道です。絶対

雨水を流さないでください。 

②殺虫剤、除草剤等の薬品を流さないでください。 

③重金属類、たばこの吸い殻、ペットボトル等、水に溶けない

もの。（つまりの原因となります。） 

④ガソリン等の揮発性の物質は爆発し大事故につながり大変

[浄化槽は定期点検が必要です] 

浄化槽を利用している場合は、定期的に保守点検と清

掃が必要です。専門の業者に依頼して必ず点検を行い

ましょう。 
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◆ 事 業 着 手 前 ◆ 

く ら べ て み ま す！① 事 業 着 手 前 と 事 業 完 了 後 
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[下水道及び農業集落排水の使用料 料金表] 

1 ヶ月あたりの使用料金                      （消費税込み） 

基本料金 汚水量 10ｍ3 まで 1,080 円 

超過料金 

(1ｍ3 につき) 

11ｍ3  ～  30ｍ3 まで 108.0 円 

31ｍ3  ～  50ｍ3 まで 118.8 円 

51ｍ3  ～  100ｍ3 まで 129.6 円 

101ｍ3 以上 140.4 円 

 
（参考）１ケ月あたりの使用料金（例） 

 

 

①水道は全て町の上水道を使用の場合⇒町の上水道の使用量が汚水使用量となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②水道は全て井戸水を使用の場合⇒世帯人数×9ｍ3 が汚水使用量となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

町の上水道を 30ｍ3 使用した場合 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 20ｍ3 
108.0 円×20ｍ3 

＝2,160 円…② 

下水道使用料 ①+②＝3,240 円 

 

町の上水道を 40ｍ3 使用した場合 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 

20ｍ3 
108.0 円×20ｍ3 

＝2,160 円…② 

10ｍ3 
118.8 円×10ｍ3 

＝1,188 円…③ 

下 水 道 使 用 料 ①+②+③=4,428 円

 

世帯人数５人で使用した場合（5 人×9ｍ3＝45ｍ3） 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 

20ｍ3 
108.0 円×20ｍ3 

＝2,160 円…② 

15ｍ3 
118.8 円×15ｍ3 

＝1,782 円…③ 

下 水 道 使 用 料 ①+②+③=5,022 円

 

世帯人数４人で使用した場合（４人×9ｍ3＝36ｍ3） 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 

20ｍ3 
108.0 円×20ｍ3 

＝2,160 円…② 

10ｍ3 
118.8 円×6ｍ3 

＝712 円…③ 

下 水 道 使 用 料 ①+②+③=3,952 円
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③水道は井戸水と町の上水道を使用の場合⇒世帯人数×4.5ｍ3+町の上水道の使用量が汚水使用

量となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[浄化槽の維持管理費について] 

浄化槽の年間の維持管理費（５人槽での使用例） 

内訳 金額 

保守点検（年３回） ２１，０００円 

清掃・汚泥汲み取り（年１回） ２８，０００円 

法定検査料（年１回） ３，０００円 

電気代（ブロワー等） １３，０００円 

修理費等 必要に応じて 

合計 ６５，０００円 

※浄化槽にかかる費用は、参考例です。点検費・清掃費等は業者により費用が異なります。 

法定検査は、年１回法律で義務づけられています。違反すると罰則が科せられる場合があります。 

[浄化槽と下水道（農業集落排水）との費用比較]         １年間にかかる費用（参考例） 

使用例 下水道（A） 浄化槽（B） 差額（A）-（B） 

町上水道 30ｍ3 使用の場合 \3,240×12 ケ月＝\38,880 

５人槽 

\65,000 

-\26,120 

井戸水で世帯 4 人の場合 \3,952×12 ケ月＝\47,424 -\17,576 

井戸水と町上水道両方使用 

（世帯４人で上水道 10ｍ3 使用） 
\3,024×12 ケ月＝\36,288 -\28,712 

※下水道使用料は使用量に応じて算出しておりますので、節水を心がければさらにオトク！！ 

しかし、浄化槽はずっと同じ維持管理費用を払い続けなければなりません。 

世帯人数 5 人で町上水道を 20ｍ3 使用した場合 

（5 人×4.5ｍ3＝22.5ｍ3）+20ｍ3＝42ｍ3 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 

20ｍ3 
108.0 円×20ｍ3 

＝2,160 円…② 

12ｍ3 
118.8 円×12ｍ3 

＝1,425 円…③ 

下 水 道 使 用 料 ①+②+③=4,655 円

世帯人数４人で町上水道を 10ｍ3 使用した場合 

（４人×4.5ｍ3＝18ｍ3）+10ｍ3＝28ｍ3 

 使用水量 計算 

基本料金 10ｍ3 1,080 円…① 

従量料金 18ｍ3 
108.0 円×18ｍ3 

＝1,944 円…② 

下 水 道 使 用 料 ①+②=3,024 円 

 

 

く ら べ て み ま す！② 下 水 道 使 用 料 と 浄化槽維持管理費 



１１ 
 

■受益者負担金（分担金）制度■ 

下水道の便益を受けるのは下水道を設置された地域の人に限られます。そのため、工事費用及び維持

管理費用を全て「公費（税金）」で行おうとすると、下水道を利用できない地域（未整備地域）の人にまで負

担をかけてしまい、不公平となってしまいます。このことから、下水道が整備されたことにより、恩恵を受ける

皆さんに下水道建設事業費の一部を負担していただくのが、受益者負担金（分担金）制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ま と め ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆負担金（分担金）の額◆ 

＜市街化区域＞ 

⇒土地の面積１㎡当たり 300 円を乗じた金額 

例）330 ㎡(約 100 坪)×300 円＝99,000 円 

＜市街化調整区域＞ 

⇒建物に必要な公共汚水桝１箇所につき 

 300,000 円 

◆負担金（分担金）の納入方法◆ 

①負担金は５年に分割し、さらに年４回にわけて納

めて頂きます。（20 回払い） 

この場合の負担金の納期は、 

７月・９月・１１月・１月です。 

②負担金の納付は分割によらず、まとめて一括納付

することもできます。この場合には前納報奨金が交

付されます 

③納付方法は、口座振替・現金納付の２通りです。

◆前納報償金制度◆ 

受益者負担金及び分担金を一括でお支払頂く場合には「前納報償金」という報償金が納付額から控除され

ます。前納報償金の額は、全期一括で納付の場合は負担金全額の約 19％となっております。 

[市街化区域]  ⇒負担金全額の約１９％の額（土地の面積より申請地毎に計算） 

[市街化調整区域]⇒負担金全額の約１９％の額（一律 57,000 円） 

◆下水道利用にかかる経費◆ 

①受益者負担金（及び分担金） 

・市街化区域   ：土地面積（㎡）×300 円 

・市街化調整区域：300,000 円 

（前納報償金制度あり） 

②排水工事費用 

・使用者が公共汚水桝までの接続のために 

行なう敷地内配管工事 

（申請手数料及び検査手数料 2,000 円含む） 

③下水道使用料 

・毎月の上水道及び井戸水の使用量に応じ

て、下水道使用料をお支払い。 

 

いかがでしたか？本資料を参考に下水道及び農

業集落排水への理解を深めて頂ければと思いま

す。健康で快適な生活環境を維持するために、

皆さんのご協力をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

下水道管の布設状況について  ・・・・・下水道係 TEL 0285-56-9144 

接続に関すること 

融資・あっせんに関すること    ・・・・・･業務係  TEL 0285-56-9168 

下水道使用料に関すること 

 

上三川町 上下水道課 〒329-0696 上三川町しらさぎ 1 丁目１－１ 上三川町庁舎２F 


